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研究成果の概要（和文）：家族が個人化した現代社会で、家族の永続を前提とする「家」システムによって成り立って
きた伝統的な先祖祭祀がどのように変容したか、継承者を必要としない「桜葬」墓地申込者の実態調査からそのダイナ
ミズムを分析した。その結果、これまで非継承墓は子どもがいない夫婦や単身者が申し込むと考えられてきたが、子ど
もがいる人が7割以上と多数であることがわかった。「自然に還りたい」という申込理由のほか「墓の継承は子どもに
負担がかかるので自分の代で終わりにしたい」などの理由が多く、子どもがいるのに第3者に死後のサポートを託す人
々の実態が浮き彫りになり、家族の個人化や葬送儀礼の社会化の実態が明らかになった。

研究成果の概要（英文）：Contemporary Japanese society moved towards the nuclear family with a high 
proportion of elderly and a low number of childbirths , where the concept of　" ie（家） system weakened 
. Nuclear families weakened a function as a collective unit and the basis of Japanese society shifted 
from collective consciousness to individual consciousness .The changes in funerals and the rituals of 
graves in a society that moved its fundamental unit to the individual . In particular , I focus on the 
drastic changes in the rites of the deceased after the 1990s . It analyzed the dynamism from the 
fact-finding of the " 桜葬 " （Sakura-so）graveyard applicant which did not need a successor . It became 
difficult to decide " worship successor " by member of the family from the result of the investigation , 
and a tendency to entrust to the third party except the family was highlighted .

研究分野： 社会学

キーワード： 無縁社会　　家族の個人化　死者祭祀の社会化　葬送の家族外部化　墓を核とした結縁　桜葬墓地　エ
ンディングサポート　家族機能の代替
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１． 研究開始当初の背景 

 1990 年代、日本の戦後における高度経済成

長に伴って起こった人口移動、都市化、私化、

個人化、核家族化、地縁・血縁の弱体化、少

子高齢化などを背景に、それ以前の「家」シ

ステムを基底にもった死後の葬送分野がド

ラスティックに変化しはじめた。 

 その傾向を墓でいえば、家族よる継承を前

提としない非継承墓の出現といった「脱継

承」や、散骨や樹木葬などの「自然志向」、

個を尊重した自分らしい墓をつくるといっ

た「個人化」、夫方妻方の双方を一緒に祀る

両家墓などにみられる「双方化」などである。 

2000 年代に入ってその傾向はさらに加速

化した。2010 年の国勢調査では、日本史上初

めてともいえる「単独世帯」（31.2％）が「夫

婦と子どもから成る世帯」（28.7％）を抜い

て家族の形態ではトップになった。この年、

NHK スペシャルにおいて『無縁社会～“無縁

死” 3 万 2千人の衝撃～』という実態が紹介

された。無縁は決して一部の人々のことでは

ない。「無縁墳墓の改葬」などという法律用

語があるように、継承する人がいなければ墓

は「無縁墳墓」となって片付けられてしまう。

墓の継承から見れば、今後、多くの人々が「無

縁」となることが予測される。基底文化とし

ての死者祭祀が変化しているいま、個人化し

た現代家族のありようと､家族の行方を研究

するには、死者祭祀からのアプローチは有効

であると考えた。 

 
２．研究の目的 

無縁社会と言われ、核家族化、生涯未婚化、

子どものいないライフコースを歩む人々が

増加し、家族が個人化した現代社会で、家族

の永続を前提とする「家」システムによって

成り立ってきた伝統的な先祖祭祀が、どのよ

うに変容したか、継承者を必要としない「桜

葬」墓地購入者の実態調査から、そのダイナ

ミズムを分析する。そのさい家族・親族に葬

送儀礼を託さない選択をした人々の実態を

通じ、｢行政の措置｣から｢自身による契約｣へ

という「死者儀礼の社会化」の動きを把握す

る。 

またより広い視野から分析を行うため、東

アジア圏にあり祖先崇拝をその特徴に持つ

韓国や、仏教国であるタイとの比較研究を行

う。さらに東アジアとは異なったキリスト教

文化を持ったドイツ・フランスの樹木葬墓地

にも着目する。 

 

３．研究の方法 

認定 NPO 法人エンディングセンター（1990

年一般団体として設立、2007年NPO法人認証、

理事長・筆者）が、活動の「核」と位置づけ

ている「桜葬」墓地（東京都町田市・大阪府

高槻市）に集まる人々とその活動を調査対象

とし、（1）墓を核とした「結縁」の構築と、

（2）サポートシステム、（3）会員に対する

量的調査・質的調査の両方を実施して、家族

機能に代替するサポートシステムの実態を

分析する。 

また、本研究は新しい形態の墓地である樹

木葬申込者からのアプローチであるため、祖

先崇拝意識が強い韓国や、先祖崇拝意識の希

薄なドイツやフランスにおける樹木葬のあ

り方から逆照射して、日本・韓国における樹

木葬の特徴を浮き彫りにする。さらに「桜葬」

は、家族機能の希薄化を補うサポート体制が

あり、その調査を行うため、韓国における死

のサポート体制などを調査し、比較分析を行

う。 

いまなぜ樹木葬研究か――。筆者は先に博

士論文（『墓と家族の変容』岩波書店､2003 年）

で、戦後の墓祭祀における脱イエ過程を論証

した。そこで脱イエ現象として 1990 年以降

に登場した主な傾向を脱継承・双方化・自然

志向・個人化の４つに位置づけた。そのうち

「樹木葬」は、脱継承・自然志向・個人化の

3 つを合わせ持っている。すなわち現代社会

を把握するためには、樹木葬墓地申込者の実



態を把握することが有効であるといえる。 

 

４．研究成果 

家族が個人化した現代社会で、家族の永続

を前提とする「家」システムによって成り立

ってきた伝統的な先祖祭祀がどのように変

容したか、継承者を必要としない「桜葬」墓

地申込者の実態調査（調査名：「桜葬」に関

する会員意識調査、調査者：井上治代（東洋

大学教授）、期間：2012 年 8月 16 日～25 日、

方法：郵送法：回答数：郵送総数：1768 通、

有効回答数：1284 通、無効回答数：22 通） 

からそのダイナミズムを分析した。 

(1)脱継承の実態 

その結果で注目すべきは、これまで非継承

墓は、墓の継承者を確保できない「子どもが

いない夫婦」や「単身者」が申し込むと考え

られてきたが、子どもが「いない」はたった

の 24％でしかなく、子どもが「いる」人が

76%と多いことである。しかもその中で 24%

の子どもが親と同居していることがわかっ

た。そのうち男子の割合（男子だけ、男女両

方）は 47.6％である。すなわち男子がいても

非継承墓を申し込んでいる実態が浮き彫り

になった。かつて結婚後も改姓しない男子が

いれば、家の墓の継承は安泰だったはずだが、

そういった状況ではないことをこの数値は

示している。 

男子だけ
17.8%

女子だけ
28.2%男女両方

29.8%

性別不明
0.1%

子どもは
いない
24.1%

子どもの状況 （n=1213）

 そこで、【桜葬を選んだ理由】を質問する

と、自然（土）に還ることができるから 

（74.％）が最多で、継承者がいなくてもい

いから（58％）と、跡継ぎのことなど、子ど

もの負担がかかるので自分の代で終わりに

したいから（40％）がそれに続き、つまり自

然志向であると同時に墓の継承制からの離

脱意識が捉えられた。 

また葬儀や死後のことを託すエンディン

グサポートがあるから（26％）も 4番目に多

く、葬送の社会化（家族機能の外部化）を求

める意識もみてとれた。 

 

 さらに注目すべきは、エンディングサポー

ト希望者の中に「子どもがいる人」が 38％も

いることである。本来は子どもがいない人の

ために、家族機能の代替として存在するシス

テムであった。「子どもがいるのに、第 3 者

に託す理由」を問うと、一番多かったのが「子

どもに面倒をかけたくないから」75％であっ

た。それは単純に、親が子どもに遠慮してな

どということではなく、子どもが 40、50 歳

代で未婚とか、または精神疾患を含め障がい

をもっているなどの事情がある場合が多い

ことがわかった。 

（2）第 3者による死後サポート希望 

以上のように日本の樹木葬申込者は、「自

然に還りたい」という申込理由のほか「墓の

継承は子どもに負担がかかるので自分の代

で終わりにしたい」などの理由が多いうえに、

子どもがいるのに第 3 者に死後のサポート

（葬儀・納骨･死後事務など）を託す人々の

実態が浮き彫りになった。これは家族の個人

化や葬送儀礼の社会化の実態を示すもので



あった。 

また、エンディングセンターが展開してい

る墓を核とした会員同士のサポートネット

ワーク（「墓友」という）のあり方は、ソー

シャルキャピタルの概念で説明することが

できた（井上治代「集合墓を核とした結縁―

桜葬の試み」『地域社会をつくる宗教』

pp239-263 明石書店、参照）。 

（3）樹木葬の国際比較 

筆者は、2014 年 10 月 25 日にドイツ・韓国・

日本の研究者による樹木葬の国際セミナー

を開催し、比較研究を行った。その結果、樹

木葬という新しい葬法が登場した背景には、

産業化による、家族の変化に関する問題、環

境の悪化に関する問題、都市集住を起因とす

る土地問題などがあることがわかった。一方、

それぞれの国で、主たる背景が異なっている

ことが興味深かった。ドイツはリスク社会に

おける環境問題の意識が高く、日本は家族の

変化による墓の継承問題から、韓国は産業化

による都市集住による墓地確保が困難にな

るという土地問題が大きく影響していた。そ

のほか火葬化が緩慢なフランスでも樹木葬

が登場している実態を視察できた。 

（4）韓国・死に逝く人のケア 

韓国における高齢者福祉は「介護」を中心

に議論されてきたが、筆者は、孤独死・孤立

死が問題視されはじめた韓国で、死後の埋葬

まで行う、墓を付帯した高齢者施設とその活

動に着目し、「死にゆく人のケア」「死者のケ

ア」について調査した。 

その結果、韓国における伝統的な福祉のあ

り方が、介護保険制度導入によって変動して

いく姿を捉えることができた。 

―死に逝く人のケア 

韓国における「死にゆく人へのケア」のあ

り方を、医療・看護の視点からではなく社会

学的に把握した。そのさいキリスト教系の宗

教団体が、福祉活動の施設を運営しつつ、死

に逝く段階、さらに死後にもケアが及んでい

ることに着目して調査を行った。この点の共

通事例として、フランス・ルルドにおける巡

礼者ケアを行う施設のあり方を視察した。 

韓国・慶尚北道 漆谷郡にある養老施設「倭

館修道院 ブンドノ－インマウル」では、施

設に付帯する墓で行われた葬儀と埋葬の儀

式に立ち会った。また忠清北道にあるカトリ

ックの神父が築きあげたという福祉コミュ

ニティ「コットンネ」でも団体所有の広大な

墓地を視察した。 

 

 

このように宗教系団体が運営する高齢者

福祉施設の中には、①死にゆく人のケアと、

②死者ケアとして「墓」を付帯し、身寄りの

ない高齢者の葬送儀礼を実施している。日本

仏教は寺院内に墓地を有し、檀家制度に基づ

いた先祖供養を活動の主軸においてきたが、

韓国では仏教もキリスト教も葬送を主たる

活動とする宗教ではない。しかし、今日、福

祉活動をするうえで、死にゆく人のケアや死

後の福祉、すなわち遺体を葬る行為までを人

間の尊厳を考えた福祉活動とする傾向が認

められた。2012 年より「孤独死」が注目され



てきた韓国で、福祉施設が墓を付帯し葬送儀

礼を行っている状況は、興味深かった。 

全州市でもキリスト教系福祉施設や病院

など 8箇所を調査し、2008 年の介護保険制度

導入の前と後の大きな違いを確認した。以前

は、キリスト教系の福祉団体は、寄付などに

頼りながら身寄りのない人を助け、病気を治

し、死にゆく人や死者ケアも行ってきたが、

介護保険制度の導入により、国からの助成金

をもらいながら、より充実した福祉が行われ

るようになった。 

また、入所者の居室にはイエスやマリア像

などが飾られ、礼拝堂の祈りの時間でも宗教

によるこころのケアがなされていた。また福

祉活動では、ボランティアと寄付が盛んであ

る。日本では政教分離の徹底から、宗教団体

に国から助成金が出て福祉施設を運営させ

るというようなことは考えられないだろう。

タイの視察で、同じ仏教国でありながら日本

にはない、仏教寺院での死にゆく人へのケア

を視察した。 

－「孝」を生かした施策 

さらに韓国では伝統的な「孝」概念を用い

た家族機能の強化を図っている。「孝行奨励

及び支援に関する法律」が施行され（2008 年

4月）、中国でも「家族は 60 歳以上の親族を

頻繁に訪問しなくてはならない」という「親

孝行」を法律で義務化した改正『老年人権益

保障法』が施行された（2013 年 7月）。とこ

ろが、日本では「孝行」の用語を用い、その

内容を法律で義務づけるようなことは一切

見られない。一方でいま日本では、ある方向

の親孝行が見直されつつある。戦後の近代化

の過程で死は長いこと隠蔽されてきたが、近

年、団塊の世代が親の看取りを経験すること

によって「死」に目覚め、東日本大震災を経

験して家族の「絆」が再認識され、「終活」

などといった活動が流行している。このよう

に多死社会における死生観を背景とした、い

のちのつながりとしての親子関係の再認識

がなされている点は興味深い。 

韓国調査を通じ、韓国の学会から要請され、

2 回の国際セミナーで発表する機会を得たこ

とは有意義であった。 
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